
（ ：当社側の行為）

大量株式取得者の出現

意向表明書の提出

テーマ：企業価値・株主共同の利益が損なわれるか？

なし あり

企業価値が毀損されると判断 企業価値が毀損されないと判断

取締役会判断
対抗措置につき株主総会決議はぜひ必要か？

取締役会判断
対抗措置を実施しない

取締役会判断
企業価値を守るための適切な対抗措置を決定
し、実施

株主総会決議
取締役会提案の対抗措置の発動の要否につき
決議

手続不遵守の買付け

（株主に対して十分な判断資料を
出さない不誠実な大量株式取得者
とみなされる）

原則として

本必要情報のリスト交付

取締役会評価期間（60日もしくは90日）

対抗措置発動

対抗措置発動

対抗措置不発動

対抗措置不発動

取締役会の判断… 独立委員会の意見を最大限尊重し、更に他の
専門家にも意見を聞き、判断（含、代替案提示）

独立委員会（社外取締役＋非取締役の専門家）
対抗措置発動の要否等につき、取締役会の諮問に対して答申

情報提供期間（意向表明書を受領した日から起算して60日）

独立委員会（社外取締役＋非取締役の専門家）
大量株式取得者提出資料が十分かどうか等につき取締役会
の諮問に対して答申

不十分な資料提出

本必要情報の追加要請

不十分な資料提出 十分な資料提出

不十分な資料提出 十分な資料提出

取締役会の判断… 独立委員会の意見を最大限尊重して判断

別紙2

（参考）
本件方針に係る手続・判断の流れ

（注）1．双方の資料・意見は、原則として都度、可及的速やかに公表します。
2．対抗措置発動の場合の対抗措置の具体的な内容は、その実施が相当と認められる限り、原則として、行使条件差別型新株予約権の発行とします。
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